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１
１
年
特
別
号
・
４

職場新聞「あすなろ」はＯＫＩの職場新聞として１９８６年に発刊しました。「会」は「安心して人間らしく働ける職場」を願って創られました。

２０１０年「労働組合活動意識調査」の結果

組
合
加
入
は
依
然
と
し
て
停
滞
。

正
規
は
賃
金
・
年
金
な
ど
制
度
改
定

厚
生
労
働
省
よ
り
、
２
０
１
０
年

「
労
働
組
合
活
動
実
態
調
査
」
の
結
果

が
６
月
２
８
日
に
公
表
さ
れ
た
。

「
調
査
」
は
、
労
働
環
境
が
変
化
す
る

中
で
の
労
働
組
合
の
活
動
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

対
象
は
、
民
営
事
業
所
に
お
け
る
労
働

組
合
員
数
規
模
１
０
０
人
以
上
の
単
位

労
働
組
合
（
下
部
組
織
が
な
い
労
働
組

合
）
で
、
１
０
年
６
月
３
０
日
現
在
の

状
況
に
つ
い
て
７
月
に
調
査
を
行
い
、

３
，
５
４
４
労
働
組
合
の
う
ち
２
，
４

７
９
労
働
組
合
か
ら
有
効
回
答
を
得
ま

し
た
。
（
有
効
回
答
率
６
９
・
９
％
）
。

調
査
は
５
年
ご
と
の
実
施
で
、
前
回

は
０
５
年
に
行
っ
て
い
ま
す
。

１

企
業
組
織
の
再
編
な
ど
へ
の
労
働

組
合
の
関
与
状
況

過
去
３
年
間
に
、
企
業
組
織
の
再
編

な
ど
が
「
実
施
さ
れ
た
」
事
業
所
は
３

７
・
９
％
で
、
そ
の
実
施
に
関
与
し
た

労
働
組
合
の
割
合
は
８
５
・
８
％
（
前

回
８
７
・
６
％
）
。

２

賃
金
・
退
職
給
付
制
度
の
改
定
状

況
と
、
労
働
組
合
の
関
与
状
況

(

一)正
規
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
６
１
・
６

％
の
事
業
所
で
何
ら
か
の
賃
金
制
度
・

退
職
給
付
制
度
の
改
定
が
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
改
定
に
当
た
っ
て
労
働
組
合
が

関
与
し
た
事
項
を
割
合
が
高
い
順
に
み

る
と
、
「
確
定
拠
出
年
金
制
度
や
他
の

退
職
年
金
制
度
等
の
導
入
、
移
行
」
９

１
・
０
％
、
「
退
職
給
付
算
定
方
法
の

見
直
し
」
９
０
・
３
％
な
ど
と
な
っ
て

い
ま
す
。

(

二
）

非
正
規
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

２
０
・
３
％
の
事
業
所
で
何
ら
か
の
賃

金
制
度
の
改
定
や
退
職
金
制
度
の
導
入

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
改
定
に
当
た
っ

て
労
働
組
合
が
関
与
し
た
事
項
を
割
合

が
高
い
順
に
み
る
と
、
「
昇
給
制
度
の

導
入
」
３
８
・
７
％
、
「
労
働
者
の
職

務
を
遂
行
す
る
能
力
に
応
じ
て
賃
金
を

決
定
す
る
や
り
方
（
例
：
職
能
給
な
ど
）

の
拡
大
」
３
８
・
３
％
な
ど
と
な
っ
て

い
ま
す
。

３

非
正
規
労
働
者
に
関
す
る
取
り
組

み
状
況

非
正
規
労
働
者
に
関
す
る
取
り
組
み

が
「
あ
り
」
と
す
る

労
働
組
合
の
割
合
は
、

前
回
か
ら
大
幅
に
増

加
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
取
り
組
み
：

４
７
・
１
％

（
０
５
年
＝
２
５
・
５
％
）

結
果

組
合
加
入
率

２
４
・
３
％

派
遣
労
働
者
は

２
３
・
９
％

（
０
５
年
＝

１
４
・
９
％
）

結
果

組
合
加
入
率

１
・
９
％

４

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
取
り

組
み
状
況

【
新
規
調
査
項
目
】

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
取
り
組

み
は
、
７
３
・
５
％
の
労
働
組
合
が
実

施
。
特
に
重
視
す
る
事
項
と
し
て
は

「
安
全
衛
生
委
員
会
（
衛
生
委
員
会
も

含
む
）
の
調
査
審
議
へ
の
参
加
」
２
３
・

７
％
、
「
労
使
協
議
機
関
、
職
場
懇
談

会
等
で
の
協
議
」
２
３
・
５
％
な
ど
と

な
っ
て
い
ま
す
。

★
沖
電
気
労
使
は
非
正
規
労
働
者
の

取
り
組
み
が
遅
れ
て
い
る
。

非正規労働者に関する取り組み増加

日本の労働組合組織率は１８．５％（０９年度）での既存組合の活動

沖電気の職場を明るくする会



時間外 労働基準法では時間は 通常１日１時間を超えては

労働の規定 定められていません ならない

労使協定で規定 特殊な場合は1日３時間

沖電気1ヶ月６０時間以内 1ヶ月あたり３６時間　以内

時間外労働 通常１２０％以上、 通常１５０％

割増賃金 休日１３５％以上 休日で代休付与なし２００％

法定休日３００％

９０日、難産１５日加算

高齢者４４日加算

労働契約 原則は正社員 期間を定めるが原則

勤続６ヶ月で10日 勤続1年で５日以上。取得でき

本人が請求 ない場合は３倍の報酬を払う

親族訪問 単身赴任で配偶者を訪問

休暇 する場合３０日/年1回など

みなし・変形 労基署に届出 労働行政機関での認可が

労働時間制の （規制がゆるい） 必要

適用
支払い義務は 法律で勤続年数に

法定されていない 応じて支払われる

　　　　　日本 　　　　　　中国

制度なし

産前４２日

産後５６日

　退職金

有給休暇

出産休暇

労使は派遣など非正規を含む従業員の雇用・生活・健康を守るのが社会的責任です。ームもＯＫ

解
雇
通
告
の
労
働
者

本
社
前
で
宣
伝

（
写
真
）
ソ
ニ
ー
本
社
前
で
、

被
災
者
の
不
当
解
雇
撤
回
を

訴
え
る
ソ
ニ
ー
労
組
仙
台
支

部
の
組
合
員
た
ち
＝
６
月
２

９
日
東
京
都
港
区

ソ
ニ
ー
か
ら
東
日
本
大
震

災
を
口
実
に
解
雇
通
告
を
受

け
た
期
間
社
員
た
ち
が
２
９

日
、
宮
城
県
か
ら
バ
ス
で
上

京
し
、
東
京
都
港
区
の
ソ
ニ
ー

本
社
前
で
被
災
者
の
雇
用
を

守
れ
と
宣
伝
行
動
を
お
こ
な

い
ま
し
た
。
海
外
メ
デ
ィ
ア

も
取
材
す
る
な
ど
大
き
な
注

目
を
集
め
ま
し
た
。

ソ
ニ
ー
は
、
政
府
の
復
興

構
想
会
議
委
員
に
中
鉢
（
ち
ゅ

う
ば
ち
）
良
治
副
会
長
を
送

り
な
が
ら
、
仙
台
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
セ
ン
タ
ー
（
宮
城

県
多
賀
城
市
）
を
事
業
縮
小

し
、
正
社
員
２
８
０
人
を
県

外
配
転
、
期
間
社
員
１
５
０

人
全
員
を
解
雇
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

期
間
社
員
２
２
人
が
ソ

ニ
ー
労
働
組
合
（
電
機
連

合
加
盟
）
に
加
入
し
、
雇

用
継
続
を
求
め
て
た
た
か
っ

て
い
ま
す
。

期
間
社
員
た
ち
は
「
浸
水

被
害
は
保
険
金
で
ま
か
な
え

る
の
に
、
解
雇
は
非
人
道
的

だ
。
負
け
る
わ
け
に
い
か
な

い
」
「
地
域
の
雇
用
が
打
撃

を
受
け
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、

中
小
企
業
も
日
本
の
技
術
も

だ
め
に
な
る
」
と
訴
え
ま
し

た
。ソ

ニ
ー
の
役
員
報
酬
は
会

長
が
８
億
６
３
０
０
億
円
。

中
鉢
副
会
長
は
２
億
５
８
８

万
円
。
期
間
工
の
平
均
年
収

は
２
７
０
万
円
。
「
４
億
円

で
雇
用
は
守
れ
る
」
の
訴
え

は
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。

内
部
留
保
金
（
溜
め
込
み

利
益
）
も
３
兆
円
あ
り
、
支

払
い
の
能
力
も
充
分
で
す
。

（
新
聞
・
赤
旗
か
ら
）

だれもが 安心して働き 生活できる社会を

ソ
ニ
ー
は
被
災
地
の
雇
用
守
れ

社
会
的
責
任
を
果
た
せ

期
間
工
（
契
約
社
員
）
が
労
組
に
加
盟
し
て
雇
用
継
続
の
要
求

◆
日
本
と
中
国
の
労
働
法

◆
較
べ
て
み
ま
し
た
。

中
国
に
は
長
時
間
労
働
が

生
じ
な
い
仕
組
み
が
あ
る
。

中
華
人
民
共
和
国
の
経
済

成
長
は
著
し
い
。
世
界
の
経

済
大
国
に
な
っ
た
が
、
賃
金
・

地
域
で
の
ル
ー
ル
の
格
差
は

大
き
い
が
労
働
法
で
は
、
日

本
と
較
べ
て
規
制
が
強
い
。

時
間
管
理
の
規
制
緩
和
が

進
ん
だ
日
本
は
「
カ
ロ
ー
シ
」

を
な
ど
を
生
む
法
律
に
な
っ

て
い
る
。
中
国
法
で
は
一
日

の
時
間
外
は
３
時
間
を
超
え

て
は
い
け
な
い
と
い
う
規
定

な
の
で
、
徹
夜
・
深
夜
労
働

な
ど
の
決
ま
り
は
な
い
。


